
上記の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略
しております。
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連結注記表
個別注記表

（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

コーユーレンティア株式会社



連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

連結子会社の数 9社
主要な連結子会社の名称 コーユーロジックス株式会社

コーユーイノテックス株式会社
株式会社ジービーエス
株式会社ジービーエスシステムズ
株式会社カインドビジネス
ＯＮＥデザインズ株式会社
広友物産株式会社
広友サービス株式会社
株式会社リスタ

上記のうち、株式会社リスタについては、2017年12月より休業してお
ります。

②　非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称 株式会社共和通信

連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社の総資産額、売上高、当期純損失（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等のそれ
ぞれの合計額は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

⑵　持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社
持分法を適用しない非連結子会社の名称

株式会社共和通信
持分法を適用しない理由

　持分法を適用していない理由は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等
からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要
性がないためであります。
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⑶　連結範囲の変更
　連結子会社のコーユーイノテックス株式会社が株式会社ジービーエス、株式会社ジービーエスシステ
ムズ、株式会社カインドビジネスの全株式を取得したことにより連結の範囲に含めました。

⑷　連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑸　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採
用しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．棚卸資産
商品及び製品並びに仕掛品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物並びに顧客関連資産については定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～50年
工具、器具及び備品 ２年～20年
賃貸用備品 ３年～15年
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ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。

顧客関連資産　　　　　　　11年
自社利用のソフトウエア　　５年

ハ．リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用し
ております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については過去３年間の貸倒れ実績率により、貸倒れ懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会
計年度の負担見込額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づ
く期末要支給額を計上しております。

ニ．株主優待引当金 株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度以
降において発生すると見込まれる額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
　当社及び一部の連結子会社は確定拠出年金制度を採用しております。また、一部の連結子会社は、
退職一時金制度を採用しており、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算にあたり、簡便法を適
用しております。
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⑤　重要な収益及び費用の計上基準
イ．レンタル契約

レンタル契約においては、レンタル月数又はレンタル日数に応じて履行義務が充足されると判断し、
レンタル月数又はレンタル日数に応じて収益を計上しております。

ロ．請負契約
モデルルーム及びマンションギャラリーの建設や、インテリアコーディネート等の請負契約において
は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項に定める代替的な取扱いを適用し、工期が短
期間の工事において、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点まで
の期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で
収益を認識しております。
また、複合機の保守や設営業務等の役務提供契約においても、顧客による検収が完了した時点におい
て収益を計上しております。

ハ．商品販売契約
商品販売契約においては、当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、
商品を顧客に引き渡した時点において顧客から受け取る対価の総額を売上高として計上しておりま
す。
また、販売取引商品の販売において代理人取引に該当する場合は、顧客から受け取る対価の総額か
ら、仕入先等に支払う額を控除した純額を売上高として計上しています。

⑥　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、8年間の定額法により償却しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号、2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
　これにより、レンタル取引については、レンタル月数又はレンタル日数に応じて履行義務が充足される
と判断し、レンタル月数又はレンタル日数に応じて収益を計上しております。事務機器及び事務用品の販
売取引については、当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、商品を顧客
に引き渡した時点において収益を計上しております。顧客への財又はサービスの提供における当社の役割
が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりました
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が、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に対する支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変
更しております。モデルルーム及びマンションギャラリーの建設や、インテリアコーディネート等の請負
取引については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項に定める代替的な取扱いを適用し、
工期が短期間の工事において、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点
までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で
収益を認識しております。また、複合機の保守や設営業務等の役務提供取引についても、顧客による検収
が完了した時点において収益を計上しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当
連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価はそれぞれ627,977千円減少しております。営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に
与える影響はありません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示
していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下、「時価算定会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、連結計
算書類に与える影響はありません。また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な
区分ごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

３．表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）
　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」及び「保険返戻
金」は、重要性が乏しいため、当連結会計期間より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりま
す。

４．会計上の見積りに関する注記
１．繰延税金資産の回収可能性
⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　129,836千円
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当連結会計年度
のれん 318,191
顧客関連資産 382,977

⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の評価は、回収可能性の企業分類を行い、事業計画に基づく将来の課税所得の予測及
び将来減算一時差異等の解消スケジュールを検討した上で、繰延税金資産を計上しております。将来
の課税所得の予測の基礎となる事業計画は、主要な仮定である市場別、地区別、商品・サービス分類
別の売上高と売上総利益率に加え、過去の経験や実績、連結計算書類作成時において入手可能な情報
を基に算定しております。
　なお、将来の課税所得の見積りの基礎となる仮定が異なる場合、翌連結会計年度の連結計算書類に
おいて、繰延税金資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。

２．のれん及び顧客関連資産の評価
⑴当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（千円）

⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 計上した金額の算出方法
　当社グループは、株式会社ジービーエス、株式会社ジービーエスシステムズ及び株式会社カインドビジ
ネス（以下、ジービーエスグループ）買収時の超過収益力を当該対象会社ののれん、既存顧客との継続的
な取引関係により生み出すことが期待される超過収益の現在価値を顧客関連資産として認識しており、ジ
ービーエスグループとして資産のグルーピングを行っております。これらは、いずれも、その効果の及ぶ
期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。のれん及び顧客関連資産の減損の兆候判定に
おいては、主に買収時の当初事業計画と実績との比較に基づき、超過収益力等の毀損の有無を検討してお
ります。減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比
較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。
　なお、当連結会計年度末において、のれん及び顧客関連資産は、減損の兆候はないと判断しておりま
す。
②主要な仮定
　将来キャッシュ・フローは取締役会によって承認された予算を含む事業計画に基づいて見積っており、
事業計画の見積りにおける主要な仮定は、過去の売上実績であります。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　これらの主要な仮定は見積りの不確実性を伴うため、重要な変更が生じ超過収益力が毀損していると判
断された場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において、のれん及び顧客関連資産の減損損失を認識
する可能性があります。
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　　有形固定資産の減価償却累計額 6,811,968千円

株式の種類
当連結会計年度

期首株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数

（株）

当連結会計年度
減少株式数

（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式
普通株式 5,412,300 － － 5,412,300

自己株式
普通株式 76 63 － 139

区分 新株予約権の
内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）当連結会計年度

期首株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

提出会社

第１回スト
ック・オプ
ションとし
ての新株予
約権

普通株式

250,000 － － 250,000 1,000

第3回スト
ック・オプ
ションとし
ての新株予
約権

－ 130,000 － 130,000 37,732

合　　計 － 250,000 130,000 － 380,000 38,732

５．連結貸借対照表に関する注記

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

⑵　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

（注）第3回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりま
せん。
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決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額

（円）
基準日 効力発生日

2022年3月30日
定 時 株 主 総 会 普通株式 232,725 43 2021年12月31日 2022年3月31日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額

(円)
基 準 日 効 力 発 生 日

2023年３月30日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 243,547 45 2022年12月31日 2023年３月31日

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

７．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、必要な資金は自己資金及び借入金等で賄っており、一時的な余剰資金は短期的な預金
等に限定して運用を行っております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、未払金はすべて１年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒さ
れています。借入金は、主に運転資金に係る資金の調達を目的としたものです。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社グループは、社内規程に従い、営業債権である売掛金について、主要な取引先の状況を定期的にモ
ニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理すると共に、財務状況の悪化等による回収懸念を早期に
把握し、リスクの軽減を図っております。

ロ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　財務担当部署が適時に資金計画を作成・更新すると共に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを
管理しております。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

(1) 投資有価証券 86,128 86,128 －

資産計 86,128 86,128 －

(1) 短期借入金 1,200,000 1,200,000 －

(2) 長期借入金（※2） 1,157,212 1,157,212 －

(3) リース債務（※3） 615,265 603,742 △11,523

負債計 2,972,477 2,960,954 △11,523

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 400,583

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

（※1）「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記
録債務」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。

（※2） １年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
（※3） １年以内に期限が到来するリース債務を含めて表示しております。
（※4） 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連

結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。なお、当連結会計年度において、非上場株式
について186,111千円の減損処理を行っております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 86,128 － － 86,128

資産計 86,128 － － 86,128

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

短期借入金 － 1,200,000 － 1,200,000

長期借入金 － 1,157,212 － 1,157,212

リース債務 － 603,742 － 603,742

負債計 － 2,960,954 － 2,960,954

⑶金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2022年12月31日）

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2022年12月31日）

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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連結貸借対照表計上額 時価

2,396,627 5,970,000

投資有価証券
　市場価格のある株式につきましては当連結会計年度末日の市場価格をもって時価としており、市場

の活発性に基づきレベル１に分類しております。
短期借入金及び長期借入金
　短期借入金及び長期借入金は変動金利であり、金利が一定期間ごとに更改される条件となっている

ため時価 は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類
しております。

リース債務
　リース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

８．賃貸等不動産に関する注記
⑴賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都において、賃貸収益を得ることを目的とした土地を有しております。当連結会計年度にお
ける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は41,743千円であります。

⑵賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり
ます。

２. 期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、
その他の物件については「固定資産税評価額」に基づいたみなし時価による金額であります。ただ
し、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価額を反映していると
考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額に
よっております。
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レンタル関連
事業

スペースデザ
イン事業 物販事業

建設
イベント
法人（オフィス）
不動産
官公庁・自治体等
その他

8,443,526
2,788,944
7,113,494

－
－

1,251,124

－
－
－

4,337,301
－
－

－
－
－
－

839,231
1,414,542

8,443,526
2,788,944
7,113,494
4,337,301

839,231
2,665,666

顧客との契約から生じる
収益 19,597,089 4,337,301 2,253,774 26,188,165

その他の収益 － － － －
外部顧客への売上高 19,597,089 4,337,301 2,253,774 26,188,165

当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権
受取手形 247,181 113,982
売掛金 2,695,979 3,259,471
電子記録債権 604,736 615,099

契約負債 148,888 227,226

9．収益認識に関する注記
⑴顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

⑵収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる
重要な事項に関する注記等　⑸会計方針に関する事項　⑤収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

⑶当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約負債は、顧客との契約に基づく履行義務の充足に先行して受領した対価に関するものであり、収益の
認識に伴い取り崩されます。

②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用
し、記載を省略しています。
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⑴　１株当たりの純資産額 1,516円21銭
⑵　１株当たりの当期純利益 230円83銭

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法により評価しております。
②その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
ります。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～50年
構築物 10年～26年
工具、器具及び備品 ３年～20年
賃貸用備品 ３年～15年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用して
おります。

－ 14 －



所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価格を零とする定額法を採用して
おります。

(4) 引当金の計上基準
①貸倒引当金 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については算定期間の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上して
おります。

②賞与引当金 従業員の賞与金の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期負担
額を計上しております。

③役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく
期末要支給額を計上しております。

④株主優待引当金 株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降にお
いて発生すると見込まれる額を計上しております。

(5)重要な収益及び費用の計上基準
①レンタル契約

レンタル契約においては、レンタル月数又はレンタル日数に応じて履行義務が充足されると判断し、レ
ンタル月数又はレンタル日数に応じて収益を計上しております。

②請負契約
複合機の保守や設営業務等の役務提供契約は、顧客による検収が完了した時点において収益を計上して
おります。

③商品販売契約
商品販売契約においては、当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、商
品を顧客に引き渡した時点において顧客から受け取る対価の総額を売上高として計上しております。
また、販売取引商品の販売において代理人取引に該当する場合は、顧客から受け取る対価の総額から、
仕入先等に支払う額を控除した純額を売上高として計上しています。

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
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２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号、2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
　これにより、レンタル取引については、レンタル月数又はレンタル日数に応じて履行義務が充足されると
判断し、レンタル月数又はレンタル日数に応じて収益を計上しております。事務機器及び事務用品の販売取
引については、当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、商品を顧客に引き
渡した時点において収益を計上しております。顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人
に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から
受け取る対価の総額から仕入先等に対する支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しておりま
す。また、複合機の保守や設営業務等の役務提供取引についても、顧客による検収が完了した時点において
収益を計上しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ627,977千円減少しております。営業利益、経常
利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響は
ありません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた
「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下、「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。　なお、計算書類に与え
る影響はありません。
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⑴有形固定資産の減価償却累計額 5,748,748千円

短期金銭債権 1,893,898千円
短期金銭債務 1,332,819千円
長期金銭債務 22,612千円

営業取引による取引高
売上高 856,395千円
仕入高 6,614,711千円
販売費及び一般管理費 112,197千円
受取利息配当金 239,254千円
受取手数料 1,687千円
支払利息 2,444千円

３．会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産　95,083千円
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産の評価は、回収可能性の企業分類を行い、事業計画に基づく将来の課税所得の予測及び
将来減算一時差異等の解消スケジュールを検討した上で、繰延税金資産を計上しております。将来の課
税所得の予測の基礎となる事業計画は、主要な仮定である市場別、地区別、商品・サービス分類別の売
上高と売上総利益率に加え、過去の経験や実績、計算書類作成時において入手可能な情報を基に算定し
ております。
　なお、将来の課税所得の見積りの基礎となる仮定が異なる場合、翌事業年度の計算書類において、繰
延税金資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記

⑵関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
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株式の種類
当事業年度
期首株式数

（株）

当事業年度
株式増加数

（株）

当事業年度
株式減少数

（株）

当事業年度末
株式数
（株）

自己株式
普通株式 76 63 － 139

繰延税金資産
売掛金 105,769千円
一括償却資産償却 27,686千円
電話加入権 78,091千円
賞与引当金 62,111千円
資産除去債務 48,751千円
確定拠出年金 2,380千円
役員退職慰労引当金 27,349千円
未払事業税 6,151千円
未払事業所税 2,052千円
その他 6,336千円
　繰延税金資産小計 366,681千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △188,216千円

　　繰延税金資産合計 178,465千円
繰延税金負債

買掛金 △56,647千円
資産除去債務に対応する除去費用 △13,581千円
その他有価証券評価差額金 △13,152千円

　　繰延税金負債合計 △83,381千円
　　繰延税金資産の純額 95,083千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

8．　収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 収益認識に関する注記」に
同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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属
性

会社等
の名称 資本金 事業の

内容

議決権等
の所有
（被所

有）割合

関係内容

取引内容 取引金額 科目 取引残高
役
員
の
兼
任
等

事実上
の関係

子
会
社

コーユー
ロジックス

㈱
50,000

当社賃貸用
商 品 の 保
管・保守・
運搬

（所有）
直接

100％
4
名

役員の兼任、
資金援助、
借入、
商品の購入

運搬、
保管、保守 3,922,371 買掛金 332,969

資金の回収 27,796 短期
貸付金 438,917

子
会
社

コーユー
イノテック

ス㈱
50,000

当 社OA機
器の保守・
PC賃貸

（所有）
直接

100％
3
名

役員の兼任、
資金援助、
借入、
商品の購入

ＰＣの
賃借、
コピー保守

2,788,382 買掛金 391,523

資金の貸付 1,260,475 短期
貸付金 1,260,475

資金の返済 251,547 － －

子
会
社

㈱ジービー
エスシステ

ムズ
10,000

ICT機 器 の
メンテナン
ス及びレン
タル

（所有）
間接

100％
－ 資金援助 資金の貸付 100,000 短期

貸付金 100,000

子
会
社

ONE
デザインズ

㈱
90,000

マンション
モデルルー
ム建設等

（所有）
直接

100％
2
名

役員の兼任、
資金援助、
借入、
商品の購入

資金の借入 300,000 短期
借入金 300,000

子
会
社

広友物産㈱ 50,000 物品販売等
（所有）

直接
100％

3
名

役員の兼任、
資金援助、
借入、
商品の購入

資金の返済 100,000 短期
借入金 200,000

9．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

（注）仕入価額は、市場の実勢価格を勘案して決定しております。また、貸付金、借入金利息は年利0.6％であ
ります。
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⑴　１株当たりの純資産額 1,202円48銭
⑵　１株当たりの当期純利益 230円84銭

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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